
（ポイント） 

●ネパール政府に２２日に商用機によるチャーター便の運航が承認される見込みと

いう情報が、当地ドイツ大使館ホームページ及び Facebook に掲載されました。日本

人も利用可能な客席の余裕があるか、日本への乗り継ぎ便が利用可能か等は不明です

が、カタール航空が５月２２日（土）にチャーター便を運航する見込みとのことです

ので、ご参考としてお知らせいたします。 

 

ご参考：チャーター便運航に関する当地ドイツ大使館ホームページ及び Facebook 情

報（カタール航空）について 

 

１ ネパール政府に２２日に商用機によるチャーター便運航が承認される見込みと

いう情報が、当地ドイツ大使館ホームページ及び Facebook に掲載されました。日本

人も利用可能な客席の余裕があるか、日本への乗り継ぎ便が利用可能か等は不明です

が、カタール航空が５月２２日（土）にチャーター便を運航する見込みとのことです

ので、ご参考としてお知らせいたします。 

 

２ 上記チャーター便に関する予約・料金やお問い合わせにつきましては、以下の旅

行代理店に直接ご連絡ください。本チャーター便を利用する際のカタールから日本へ

の乗り継ぎ便の情報についても、直接旅行代理店にお問い合わせをお願いいたします。 

 

（連絡先） 

５月２２日（土）カタール航空 

旅行代理店：President Travel & Tours Pvt Ltd, Durbar Marg 

担当者：Suchitra Gautam – 98412 68422 suchitra@president.com.np 

Bhagirath Ghimire – 98417 78372/ 98020 33003 bghimire@president.com.np 

副担当者：Poonam Rana – 98510 23761/98010 23761 poonam@president.com.np 

Purnaluxmi Shrestha – 98510 86215/98010 86215 luxmi@president.com.np 

 

〇予約には、以下の URL からフォームに記入する必要があるようです。 

https://forms.gle/1c84YPMPp7vKAWGV8 

 

３ 搭乗に必要な陰性証明書等 

カタールでの乗り継ぎには、出発の４８時間以内に出発国保健当局に認定された医

療機関において受検した PCR 検査の検査証明（陰性）が必要となります。 

 その他、必要な書類等については、旅行代理店や航空会社に直接ご連絡ください。 

 

４ 日本への入国に際する情報については、以下の過去の領事メールや厚生労働省の

ホームページをご覧ください。 



 

〇日本入国後の検疫所長が指定する場所での６日間の待機について 

 https://www.np.emb-japan.go.jp/files/100186577.pdf 

〇ネパールから日本に帰国/入国される皆様へ（ネパール出国に際して求められる検

査証明書について） 

https://www.np.emb-japan.go.jp/files/100183705.pdf 

〇日本入国に必要な書類等について（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。 

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提

出するようおすすめ願います。 

オンライン在留届ＨＰ：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大

使館までご連絡下さい。 

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録された

メールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国

届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があり

ます。 

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下の URL か

ら停止手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

 

大使館代表電話：977-98510-43741、977-98510-20405 

（2021 年 5 月 5 日から当面の間、開館時間中における当館の代表電話番号を上記

のとおり一時変更させていただいております。） 

通常の大使館代表電話：４４２６６８０ 

※ 閉館時（休館日や夜間など）には、上記通常の代表電話から緊急電話対応者に転 

送されます。 


